
教 師 の 学 び 支 援 塾 事 業 

他校参加型授業研究実施要領 

 

 

Ａ 学校訪問を活用した授業研究実施要領 

 

１ 趣旨 

指導主事の学校訪問の機会を利用して、授業を他校に公開するとともに、授業研究の協議

会等に退職教員や大学教授等を招聘し、助言等を受けることで、若手教員の指導力の向上を

図る。 

 

２ 内容 

 ⑴ 研修企画の募集と実施 

 ⑵ 研修支援者の派遣 

学校の希望により、公開授業及び教科別研究協議会へ退職教員や大学教授等を派遣する。 

  ⑶ 研修支援者への報償費等の支援 

   ア 報償費・・・退職教員  １回  3,000円 

           大学教授等 １回  10,000円 

   イ  旅 費・・・退職教員、大学教授等に実費を支払う。 

 

３ 実施手続き 

① 学校訪問を実施する学校の校長は、当日の指定授業・公開授業及び授業後の協議会のう

ち、他校へ公開するものについて授業公開計画書（様式１）を実施予定日の２週間前まで

に教育みらい室県立高校課へ提出する。 

② 県教育委員会は日程及び公開する授業、授業後の協議会の一覧を各学校へ配布する。 

③ 授業参観や協議会への参加を希望する教員は、参加申込書（様式２）を学校訪問日の１

週間前までに各学校へ提出する。参加の可否は原則として先着順とし、学校訪問を実施す

る学校の校長が決定する。各学校は、教育みらい室県立高校課へ学校訪問日の前日までに

参加者名簿を提出する。 

④ 公開授業及び授業後の協議会に研修支援者の派遣を希望する校長は、研修支援者（退職

教員、大学教授等）の内諾を得た後、校内研修計画書（様式３）を県教育委員会が示した

期日までに県教育委員会へ提出する。 

⑤ 学校訪問を実施する学校の校長は、講師依頼書（様式４）を研修支援者へ、また、必要

に応じその所属長に派遣依頼書（様式５）を提出する。 

  ⑥ 学校訪問を実施した学校の校長は、学校訪問終了後２週間以内に、実施報告書（様式６）

を作成し、県教育委員会に提出する。 

⑦ 研修支援者については、支払いに必要となる書類 （承諾書、口座振替届、旅費請求書

等）を学校で整える。必要経費（報償費及び旅費）は、教育みらい室県立高校課から学校

へ再配当し、各学校から研修支援者へ支払う。 

 

 



Ｂ 校（園）内研修支援実施要領 

 

 １ 趣旨 

   校（園）内研修に退職教員や大学教授、授業力向上アドバイザー等を派遣して、学校（園）

の抱える教育課題の解決に資する。 

 

２  内  容 

⑴ 研修企画の募集と実施 

⑵ 研修支援者の派遣 

      退職教員や大学教授、授業力向上アドバイザー等を研修支援者として派遣する。 

  ⑶ 研修支援者への報償費等の支援 

ア 報償費・・・退職教員  １回  3,000円 

           大学教授等 １回  10,000円 

   イ  旅 費・・・退職教員、大学教授等に実費を支払う。 

 

３ 実施手続き 

① 校（園）内研修（指導主事訪問時の公開授業及び授業後の協議会を含む）に研修支援者

の派遣を希望する校（園）長は、研修支援者（退職教員や大学教授、授業力向上アドバイ

ザー等）の内諾を得た後、校内研修計画書（様式３）を実施予定日の１ヶ月前までに県教

育委員会へ提出する。 

② 県教育委員会は支援する校内研修を決定し、県教育委員会から各学校（園）へ通知する。

他校（園）からの参加者を募る場合は校（園）内研修を実施する学校（園）の校（園）長

が各学校長へ案内する。 

③ 研修支援者（退職教員や大学教授、授業力向上アドバイザー等）の派遣を希望する校

（園）長は、講師依頼書（様式４）を研修支援者へ、また、必要に応じその所属長に派遣

依頼書（様式５）を提出する。 

④ 校（園）内研修を実施した校（園）長は、校（園）内研修終了後２週間以内に、実施報

告書（様式６）を作成し、県教育委員会に提出する。 

⑤ 授業力向上アドバイザー以外の研修支援者については、支払いに必要となる書類（承諾

書、口座振替届、旅費請求書等）を学校（園）で整える。必要経費（報償費及び旅費）は

教育みらい室から学校へ再配当し、各学校から研修支援者へ支払う。ただし、市町村立学

校および市町村立幼稚園については、教育みらい室小中学校課から研修支援者へ直接支払

う。 

 

※ 県教育委員会へ提出する際は、教育みらい室長宛とする。 

なお、市町村立学校は、市町村教育委員会、教育事務所を経由して提出する。 

 

４ その他 

① 小中学校、市町村立幼稚園における授業力向上アドバイザーについては、現職教員１人

当たり３回まで、退職教員は１校あたり３回程度までとする。また、大学教授等は１校あ

たり１回までとする。 

② 各学校（園）からの希望の状況によっては、研修支援者の派遣について希望にそえない

場合がある。 
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趣旨

教師の学び支援塾事業
～Ｂ 校内研修支援～

□研修支援者（退職教員・大学教授等）の報償費・旅費の支給
□研修支援者（県教育委員会指導主事等）の派遣

内容

手順

県
教
委
教
育
み
ら
い
室

県
立
高
校
課
・
小
中
学
校
課

研修
支援者

【３】内諾及び日程調整

各
学
校
（
園
）

県
教
委
教
育
み
ら
い
室

県
立
高
校
課
・小
中
学
校
課

各
学
校
（
園
）

退
職
教
員

大
学
教
授
等

【７】報償費等支払（県立学校は学校へ再配当）

研修実施

【１】校内研修計画書提出（様式３）

市町村教委
（担当課）教育事務所

【２】支援する校（園）内研修の連絡

教育事務所
市町村教委
（担当課）

市町村教委
（担当課）

教育事務所

【６】報告書（様式６）提出

教育みらい室

退
職
教
員

大
学
教
授
等

授
業
力
向
上

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

【４】派遣依頼書等（様式４・５）

【５】承諾書等


